
持続化給付金事業コールセンター【5月・6月中】
0120-115-570
03-6831-0613（IP電話等からの問合せ先 ※通話
料がかかります。）（ともに8:30～19:00）

給付額 個人事業主 100万円上限
法人 200万円上限持続化給付金

助
成

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、
売上が前年同月比50％以上減少

中小企業等支援相談窓口
830-8291（9:00～18:00）

4/8から5/6の間に7割（20日間）以上休業した場合
給付額 20万円

又は30万円（複数の事業所を有する場合）
埼玉県中小企業・
個人事業主支援金

助
成

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
休業した

休業手当等への一部助成雇用調整助成金
助
成従業員に休んでもらう場合

助成額 学校の臨時休校等に伴い、労働者に有給の
休暇を取得させる場合
１日 あたり 8,330 円を上限に助成

小学校休業等
対応助成金

助
成

新型コロナウィルス感染症による臨時休
校等により、従業員が子どもの世話等で
休む場合

助成額 就業できなかった日
１日あたり4,100円（定額）を支給

小学校休業等
対応支援金

助
成

新型コロナウイルス感染症による臨時休校等に
より、子どもの世話を行うため契約した仕事が
できなくなった場合
（委託を受け個人で仕事をする方）

売上高が15％以上減少（5％以上でも対象となる場合
あり）した中小企業を対象とした、無利子・無保証料
で3,000万円を限度額とする融資

新型コロナウイルス
感染症対応資金
（予定）

融
資

新型コロナウイルスによる影響（見込み可）を受けた
事業者を対象にした利率年0.8％、3,000万円を上限
とする融資

さいたま市
緊急特別資金
融資制度

融
資

【融資の申込み】
各金融機関

【認定の受付】
さいたま市産業創造財団
851-6391
※融資を申し込んだ金融機関が申請を
行います。

【制度の問合せ】
埼玉県 金融課
830-3801

日本政策金融公庫
0120-154-505

売上高が5％以上減の事業者を対象とした実質無利
子・無担保融資

新型コロナウイルス
感染症特別貸付

融
資

融資を受けたい

さいたま市産業創造財団
851-6391

一般保証とは別の保証枠を確保する資金繰り支援
売上高の15％以上減少が条件危機関連保証

融
資

融
資
制
度
を
知
り
た
い

給
付
制
度
を
知
り
た
い

新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策
さいたま市内の事業主のみなさまへ

5月15日時点

一般保証とは別の保証枠を確保する資金繰り支援
4号は売上高が20％以上減少、5号は売上高が5％以
上減少が条件

セーフティネット保証
４・５号

融
資

新型コロナウイルス感染症の影響により、
市税・国民健康保険税を納付することが
できない

法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価や納税の
猶予が認められます。※申請が必要です

猶
予

北部市税事務所 納税課
市外在住の個人事業主は南部市税事務所
納税課

支
払
い
を
猶
予

で
き
る
か
知
り
た
い

新型コロナウイルス感染症の影響により、
社会保険料を納付することができない

法令の要件を満たすことで、換価や納税の猶予が認められます。
※申請が必要です

猶
予 年金事務所や健康保険の保険者

労働政策課
829-1370

雇用調整助成金の支給申請事務を社会保険労務士に依
頼したことにより要する経費を対象に、
5万円を上限に補助

さいたま市雇用調整
助成金申請費用補助金

助
成

小規模事業者で、新型コロナウイルス感
染症の影響を受けた雇用調整助成金の申
請事務を社会保険労務士に依頼した

商業振興課
829-1364

飲食デリバリー代行業者利用支援事業
対象経費の2分の1以内の額で、上限は10万円
テイクアウト・デリバリー新規参入補助事業
対象経費の4分の3以内の額で、上限は5万円

飲食デリバリー代行業
者利用支援事業／テイ
クアウト・デリバリー
新規参入補助事業

助
成

飲食店等で、デリバリー代行業者を利用
している（登録申請済である）、または
新たにテイクアウト、デリバリーを行う

厚生労働省コールセンター
0120-60-3999（9:00～21:00）
ハローワーク浦和 832-2461
ハローワーク大宮 667-8609

厚生労働省コールセンター
0120-60-3999（9:00～21:00）



新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援策
個人のみなさまへ

5月15日時点

猶
予

ま
た
は

免
除

さいたま市特別定額給付金相談ダイヤル
829-1649（平日9:00～17:00）

総務省特別定額給付金コールセンター
0120-260020（9:00～18:30）

給付額:1人につき10万円
※4/27時点で住民基本台帳に記録されている方特別定額給付金

給
付全国すべての方

各区生活自立・仕事相談センター
一定期間の家賃相当額を支給
※世帯人数による上限額、支給条件あり
※ 休業等に伴う収入減少により離職等と同程度の状況と
なった場合も対象

住居確保給付金給
付

離職等で住居を失った、又は失うおそれ
がある方

さいたま市社会福祉協議会
TEL 827-3005
FAX 835-5282
（平日9:00～16:00）

10万円（特例の場合20万円）を上限とする生活費の
貸付

緊急小口資金
（主に休業した方向け）

貸
付

休業・失業等により収入が減少した方
世帯あたり2人以上は月20万円、単身は月15万円を上
限とする生活費の貸付（原則３月以内）

総合支援資金
（主に失業した方向け）

貸
付

療養のため連続して３日間仕事を休んだ後、４日目以降
の仕事を休んだ日について支給傷病手当金

給
付

新型コロナウイルス感染症で仕事を休ん
だ方 加入する健康保険の保険者に確認

平均賃金６割以上の額を会社が支給休業手当
給
付会社の都合で仕事を休んだ方 埼玉労働局相談窓口

600-6262（平日9:00～17:00）

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、所得が免除・猶予の基準
を満たすことが見込まれる場合、保険料が免除・猶予されます。※申請が必
要です

新型コロナウイルス感染症の影響により、
国民年金保険料が納付できない方 各区 保険年金課

法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価や納税の
猶予が認められます。※申請が必要です

新型コロナウイルス感染症の影響により、
市税・国民健康保険税を納付することが
できない方

南北市税事務所 納税課
北部:西・北・大宮・見沼・岩槻区
南部:中央・桜・浦和・南・緑区、市外

猶
予

各電気・ガス・電話等の事業者

公共料金や電話料金が支払えない方

各電気・ガス・電話等の事業者による支払期限の延⾧

水道料金・下水道使用料の支払いについての相談受付
埼玉水道サービス公社南北水道営業所
北部:西・北・大宮・見沼・岩槻区
南部:中央・桜・浦和・南・緑区

猶
予

猶
予

保護者の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少した場合に、
償還の猶予が認められます。※申請が必要です

新型コロナウイルス感染症の影響により、
母子父子寡婦福祉資金貸付金を償還する
ことができない方

ひとり親家庭就業・自立支援センター
829-1948

猶
予

対象児童1人につき1万円を支給
6月10日振込（予定） ※公務員の方以外は申請不要。
公務員の方は申請受付後随時振り込み

子育て世帯への
臨時特別給付金

（児童手当受給者）

給
付

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
ている子育て世帯

子育て支援政策課
TEL 829-1270
FAX 829-1960対象世帯1世帯につき3万円を支給

※申請不要、受給資格者区分により案内の発送日と支給
日が異なります

ひとり親家庭等への
臨時特別給付金

（児童扶養手当受給者）

給
付


